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2015年度介護報酬改定療養機能強化型、算定要件の詳細が示される
全国介護保険担当課長会議 厚労省告示と主な通知の案を提示。関連通知とQ&Aも追って発出

厚生労働省は3月3日の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」で、2015年
度介護報酬改定の報酬告示および同告示と基準省令にかかわる通知の各改正案を都道府
県の担当者に示した。また、2015年度介護報酬改定の概要を説明する資料の中で、介護
療養施設サービスに新設された療養機能強化型の算定要件の詳細（別掲）を明らかにした。

「介護療養型も看取りへの対応が求められる」

老健新設の入所前後訪問指導加算（Ⅱ）は看取りも視野

療養病床推移の報告を3ヵ月毎に都道府県に要請

指定居宅サービスの基準省令に関する
通知案（「指定居宅サービス等及び指定介
護予防サービス等に関する基準につい
て」）には、訪問リハの運営基準に、同一
事業者が訪問リハと通所リハを提供する
場合に両サービスの運営の効率化を図
ることができるという見直しの具体的内
容が、また、リハビリテーション会議の
構成要員等が、それぞれ明記された。
報酬告示の通知案（「栄養マネジメント

加算及び経口移行加算等に関する事務
処理手順例及び様式令の提示について」）
には、経口移行計画（経口移行加算）と経
口維持計画（経口維持加算）の様式例が
新たに示された。
留意事項の通知案（「指定居宅サービ

スに要する費用の額の算定に関する基

準及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について」）には、
介護保健施設サービスに新設された追
加加算（入所前後訪問指導加算Ⅱ）につ
いて、その策定が算定要件となる「生活
機能の具体的改善目標」と「退所後の生
活に係る支援計画」の内容が明示された。
新たな処遇改善加算に関しては、「手

続きなど対応の具体的な内容は追って示
す」（迫井老健局老人保健課長）とされた。
告示等の改正は3月11日に締め切るパ
ブコメの終了後に公布される。この日
の会議で提示された告示と通知の改正
案は現時点のものであり、追って、そ
の他の関係通知や疑義解釈が発出され
る予定だ。

会議における15年度介護報酬の説明
で、迫井課長は、「リハビリテーションマ
ネジメントの強化」と「看取り期におけ
る対応の充実」が重要なテーマとなって
いるとの認識を披露、説明に多くの時間
を割いた。
看取りについては、今回の介護報酬改
定では、全般に、居宅サービスにおける
看取り介護加算の報酬を底上げすると
ともに、小規模多機能型居宅介護にも
「看取り連携体制加算」を新設するなど、
看取り評価の充実化に力が注がれた。
同課長は、また、介護保健施設サー

ビスに新設された入所前後訪問指導加
算（Ⅱ）を取り上げ、「この加算は（退所
後支援計画において）在宅における看取
り期までを視野に収めたものである」

と説明。
さらに、こうした考えは介護療養型

医療施設にも貫かれているとして、新
設された療養機能強化型の要件にター
ミナルケアの計画の策定と多職種共同
によるその実施が盛り込まれた意義を
明らかにした。
療養機能強化型に関しては、すでに5

つの算定要件の概要が明らかにされてい
るが、会議の資料にその詳細が示され
た（別掲）。
その介護療養型医療施設について、同
課長は、「今回の評価は、その法律的な
位置づけ（18年3月廃止）を変えるもので
はない。しかし、現に存続しているので、
求められている機能を果たしているとこ
ろを評価した」と述べた。

会議の資料で、老健局の老人保健課
は「療養病床再編成の状況に関する厚
生労働省への情報提供」をあらためて各
都道府県に要請した。
療養病床の動向について、同課は療

養病床再編施策を実施した2006年7月以
降、都道府県宛の事務連絡で毎月の療
養病床数推移の情報提供を要請、12年
度からは3ヵ月ごと（7月、10月、1月、4月）
の病床推移の報告を受けてきた。

その後、14年8月には、同趣旨の要請
を、医政局総務課長、保険局介護連携
政策課長、老健局老人保健課長の連名
通知に切り替え、以後、遅延のない報
告の提出を求めてきた。
今回の要請は、18年3月末に控える介
護療養型医療施設廃止への対応策を検
討する上で、全国の介護療養型の転換
状況および医療療養病床の動向をより
早くかつ正確に捕捉する必要に迫られ

(1）算定日が属する月の前3月間におけ
る入院患者等のうち、重篤な身体疾患を
有する者及び身体合併症を有する認知症
高齢者の占める割合が100分の50以上
であること。

(2）算定日が属する月の前三月間におけ
る入院患者等のうち、喀痰(かくたん）吸
引、経管栄養、又はインスリン注射が実
施された者の占める割合が100 分の50
（Aの場合。Bについては30）以上であ
ること。

(3）算定日が属する月の前3月間におけ
る入院患者等のうち、次のいずれにも適
合する者の占める割合が100 分の10（A
の場合。Bについては5）以上であること。
①医師が医学的知見に基づき回復の見込
みがないと診断した者。
②入院患者・家族等の同意を得て、患者
のターミナルケアに係る計画が作成され
ている。
③医師、看護師、介護職員等が共同して、
本人又はその家族への説明を行い、同意
を得てターミナルケアが行なわれている。

①NYHA分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態
②Hugh-Jones分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態または
連続する1週間以上人工呼吸器を必要としている状態
③各2日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、
次に掲げるいずれかの合併症を有する状態。なお、人
工腎臓の実施については、他科受審によるものであっ
ても差し支えない。
イ 常時低血圧（収縮期血圧が90｠Hg以下）
ロ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を
呈するもの
ハ 出血性消化器病変を有するもの
ニ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの
④Child-Pugh分類C以上の肝機能障害の状態
⑤連続する3日以上、JCS100以上の意識障害が継続
している状態
⑥現に経口により食事をしている者であって、著しい
接触機能障害を有し、造影撮影または内視鏡検査によ
り誤嚥が認められる（咽頭侵入が認められる場合を含
む）状態　等

重篤な身体疾患
を有する者

①認知症であって悪性腫瘍等と診断された者
②認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢb、Ⅳま
たはMに該当する者　等

身体合併症を有
する認知症高齢
者

経鼻経管または胃ろうもしくは腸ろうによる栄養の実
施を指す。ただし、過去1年間に経管栄養が実施され
て経口維持加算を算定されている者は、経管栄養が実
施されている者として取り扱う。

(3）の基準①～③のすべてに適合する入院患者の入院
延日数が、すべての入院患者等の入院延日数に占める
割合が、基準を満たすこと。

経管栄養の実施

自ら実施する者は除く
インスリン注射
の実施

ターミナルケア
の割合

(4）生活機能を維持改善するリハビリテ
ーションを行っていること。

可能な限りその入院患者の居宅における生活への復帰
を目指し、日常生活動作を維持改善するリハビリを、
医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種の
共同によって、療養生活の中で随時行なうこと　等

生活機能を維持
改善するリハビ
リテーション

(5）地域に貢献する活動を行なっている
こと。

地域住民への健康教室、認知症カフェ等、地域住民相
互および地域住民と当該介護療養型医療施設である医
療機関の入院患者等との交流に資するなど、地域の高
齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努め
ること　等

地域に貢献する
活動

□療養機能強化型（Ａ・Ｂ）の算定要件

ていることから、各期限の報告が未提
出の県に対してもあらためて協力を求
めた。

14年8月の通知では、療養病床に限ら
ず、一般病床数と精神病床数の推移に
ついても情報の提供を求めている。

全日病の「2025年に生き残るための
経営セミナー」第8弾が3月1日に本部
会議室で開催され、150人が参加した。
地域医療構想について、厚生労働省医

政局地域医療計画課の北波孝課長（写
真）と産業医科大学の松田晋哉教授が
解説、参加者からの質問に答えた。
北波課長は、2025年の医療需要を推

計する方法を具体的に説明
した上で、「将来の医療需
要をみるということは10
年後のニーズを医療機関で
共有すること」と構想の意
義を明らかにした。
そして、「10年後の姿を

共有し、そこに、どういう
形で分化・連携を進めてい

けばいいのかを実務的に話し合ってい
ただく場である」と協議の場（地域医療
構想調整会議）の役割を整理。さらに、
調整会議の運営イメージを分かりやす
く紹介した。
医療機能ごとの需要（患者数）を推し
量る上で用いられるC1、C2、C3とい
う診療報酬点数による境界に関しては
「需要をはかるためのツールに過ぎな
い」と指摘。
「3,000点以上の患者は高度急性期だ
ということではなく、高度急性期の需
要をみるためには3,000点で1回切って

みよう、急性期と回復期の間は600で
切ってみようかということに過ぎない。
したがって、個々の患者についてみれ
ば、600を超えている人でも安定期に
入っていたら回復期だろうし、安定期
に入っていなければ、例え500でも急
性期である」と説明。実際の臨床経過
を示すものではなく、推計上の指標に
過ぎないとの認識を示した。
一方、松田教授は、地域医療構想の

策定と調整会議に用いられるデータの
内容を詳しく解説。データが示す医療
提供体制の過不足から医療機関が自主
的に次の行動を選択していくというの
が地域医療構想推進のプロセスである、
という認識を表わした。（次号に詳細）

地域医療構想について北波課長と松田教授が詳しく解説
全日病の経営セミナー第8弾

▲15年度介護報酬改定について説明する迫井老人保健課長
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厚労省7対1からの移行促進、病床機能に対応した患者像の明確化を示唆
中医協総会 16年度改定 入院医療を総括的に議論。診療側鈴木委員、四病協追加提言の反映を求める

3月4日の中医協総会は、2016年度診
療報酬改定に向けた検討作業の第2弾
として入院医療を取り上げ、その1回目
の議論を行なった。
事務局（厚労省保険局医療課）は入院
医療をめぐる診療報酬に関する包括的
な課題を明らかにし、当面の論点（別掲）
を提示。その中で、「7対1算定病床は
やや減少したが、依然すべての種別の
中で最も多い」と指摘。引き続き、16
年度改定でも7対1からの移行を促す方
策の検討を提起した。
また、「急性期医療が提供されている

ことを評価する指標（平均在院日数、
「重症度、医療・看護必要度」など）か
らみたとき、医療機関の幅広い多様性
がある」として、「緊急性の高い患者や、
高度な医療を要する患者の受け入れを
評価する」仕組みの検討を求めた。
地域包括ケア病棟（病床）には、その

さらなる増加を促す方向を示唆した。
一方、回復期リハ病棟や療養病棟に

関して、嚥下障害の併発など日常生活
機能の低下傾向が在宅復帰の妨げにな
っているとして、「様々な心身機能への
対応や介護サービスなど社会資源の利
用に関する調整が鍵を握っている」と
指摘、対応策の検討を促した。
入院患者の嚥下障害等ADLの低下

は、今後、地域包括ケア病棟（病床）に

対しても留意が求められていくとみら
れる。
他方で、回復期リハ病棟について、

「受け入れる患者像やリハの効果は医
療機関の間で大きな多様性も認められ
る」とも指摘。患者像やリハ提供要件
の見直しを示唆した。
慢性期に関しては、まず、療養病床

における入院受療率や平均在院日数等
の地域差の存在と、「在院日数が長い場
合ほど病状の見通しが不変な患者や死
亡退院する患者の割合が大きくなる傾
向」を指摘。
加えて、今回の介護報酬改定で介護

療養型医療施設が担う機能が重点的に
評価されたこと、さらに、特殊疾患病
棟入院料・障害者施設等入院基本料等
の対象患者像が療養病棟と重複してい
ることに言及。
その上で、「長期療養を担う病床にお
ける可能な限り在宅復帰を促すための
評価のあり方」と併せて、「病床の機能
に応じて適切に受け入れるための状態
像に応じた評価のあり方」を提起した。
事務局の論点は、一層の機能分化を

進めるために、それぞれの病床機能に
応じた対象患者の厳格化とそれにふさ
わしい医療の提供をより評価する方向
を、16年度改定のベースにおく考え方
を表わすものとなった。

一般7対1の減少数は約1万4,000床にとどまる

支払側「療養病棟9区分評価の是非を俎上にあげるべき」

14年10月現在

事務局は、また、14年度改定後の一
般病棟7対1の届出状況（14年10月）を報
告した。それによると、7対1から約2
万8,000床が他入院料に移ったが、他入
院料から約1万3,000床が7対1に移行し
た結果、7対1病棟は、約38万床（14年
3月）から約36万6,000床へと約1万4,000
床の減少にとどまった。

7対1病床数が減少した医療機関にお
ける主な届出病床数の変化をみると、
10対1が1万6,000床（約170施設）、回復
期リハ病棟1が1,300床（約30施設）、地
域包括ケア病棟1が6,500床（約150施設）
それぞれ増加している。
一方、地域包括ケア病棟（病床）の届
出は合計で2万4,600床となり、亜急性
期入院医療管理料の1万1,100床の倍に

16年度改定にかかわる入院医療に関
する初めての議論の冒頭に、診療側の
鈴木委員（日医常任理事）は発言を求め、
診療側として、入院にかかわる診療報
酬見直しの基本的な考え方を明らかに
した（別掲）。
その中で、日医と四病協の合同提言

（13年8月）を取り上げ、前改定の議論
で「在宅の急変は急性期医療の対象で
あるが、一部は地域包括ケア病棟で対
応する」と整理された考え方を引き続
き堅持すべきであると述べた。
さらに、合同提言を踏まえた四病協

の追加提言（13年11月）に触れ、そこで
四病協が提唱した「地域医療・介護支
援病院」を、地域包括ケアの中で在宅
医療を支える担い手として、専門特化
した中小病院や有床診ともども評価す
べきであると論じた。
回復期リハ病棟に関しては、要件に

追加された「重症度、医療・看護必要度」
A項目の見直しを提起した。
同じく万代委員（日病常任理事）は、

急性期医療の定義を従来指標のままで
いいか再検討する必要があると提起。
地域包括ケア病棟に関しては、経過措
置が終わった後の実態を15年度入院医
療調査に追加することを提案した上で、
「要件や評価のあり方をより移行しやす
いものとすべきではないか」と述べた。
これに対して、支払側の白川委員（健
保連専務理事）は7対1病棟が小幅な減
少にとどまったことに遺憾の意を示
し、「すべての要件にわたって（7対1
からの）病床転換を促すような見直しを
期待する」とコメント。
さらに、地域包括ケア病棟（病床）の
機能の再整理を、さらには、「療養病棟
入院基本料の9区分の評価がいいか悪
いかの議論もされるべき」という見解を
表わした。

□地域包括ケア病棟の届出状況

達した。
ただし、7対1と地域包括ケア病棟

（病床）はともに、データ提出加算の届

出にこの3月末まで経過措置が認めら
れているため、具体的な移行状況が判
明するのは4月以降となる。

鈴木委員の発言（要旨）

急性期に関しては、日医と四病協の合同提言に
基づき、急性期には重症、中等症、軽症があり、急
変は急性期であるが、その一部は亜急性期すなわ
ち現在の地域包括ケア病棟でも診ることができる
という前回の整理を、今後も継続させるべきであ
る。その上で、急性期の大病院は高度急性期から
急性期医療に特化できるようにすべきである。
前回の改定以降、急性期大病院の一部に、空床

を埋めるためにケアミックス化や病院の分割を行
なう動きもあるが、病床を削減して診療密度を上
げるべきと考える。とくに、毎年一般会計から
7,000億円も繰り入れている公立病院は率先して病
床を削減すべきである。
次回改定では、そうした、高度急性期と急性期

に特化して地域の最後の砦となる病院には、さら
なる評価が必要と考える。
前回改定で創設された地域包括ケア病棟・病床を
さらに増やすために、次回改定でも一層の評価が

必要である。地域包括ケア病棟・病床は、本来、か
かりつけ医機能を持つ中小病院のためにできた病
床である。かかりつけ医機能を持つ200床未満の病
院は、地域包括ケアシステムの中で、有床診や診療
所とともに中心的役割を果たす貴重な資源である。
前回改定で四病協が追加提言した「地域医療・介

護支援病院」は、病室単位の急性期病床を残しなが
ら地域包括ケア病棟・病床を中心に地域のかかりつ
け医の在宅を支える機能を持つものであり、次回
改定では、専門特化した中小病院や有床診ととも
に、在宅支援を行なう中小病院や有床診を評価す
べきである。
回復期リハ病棟は創設以来著しい成果をあげて

きたが、高齢化の進展により対象患者の重度化も
進んでいるため、回復期リハの対象患者像を明確
にする必要がある。前回改定で「重症度、医療・看
護必要度」A項目が要件に入ったため、必ずしも回
復期リハ病棟にふさわしくない重症患者が増えて

いるとの指摘もあり、A項目の見直しの検討も必要
である。
高齢化の進展に伴い療養病床の入院患者も重度

化しており、療養病棟入院基本料2の患者の重度化
が進行することが考えられる。いずれにしても医
療療養病床には今後より重度者の受皿としての役
割が求められるだろう。
15年度介護報酬改定で介護療養病床の機能は確

保する考えが示されたが、日医としては病院とし
ての存続が必要であると考えている。すなわち、
重度者の受皿として介護療養病床の廃止は難しく
なるのではないかと考える。
障害者施設等入院基本料の病棟には医療療養病

棟より重症な方が入院しており、なお出来高払い
の継続が必要である。さらに、特殊疾患病棟には
重度の難病で長期療養の必要な方が多く入院して
いる。両方の病棟ともその機能に応じた適切な患
者の入院の継続が必要である。

入院医療（その1）の課題と論点（要旨）

●急性期医療
・14年度改定で7対1病床は減少した
が、依然すべての種別の中で最も多い。
・急性期医療を評価する指標に平均
在院日数、「重症度、医療・看護必要
度」などが用いられているが、こうし
た指標からみたとき、医療機関の幅
広い多様性がある。
・医療資源を有効に活用して、質の
高い医療を確保するためには、急性
期病床がその役割を一層発揮すると
ともに、地域における効率的医療提
供体制の構築を推進する必要がある。
【論点】
急性期病床の機能分化を進めるた

め、緊急性の高い患者や高度な医療

を要する患者の受け入れを評価する
とともに、連携や在宅復帰を図る方
策をさらに検討すべきではないか。
●地域包括ケア病棟・病床、回復期入院医療
・高齢化により日常生活機能の低下
した患者が増えており、在宅復帰を
進めるためには、心身機能への対応
や介護サービスなど社会資源の利用
に関する調整が鍵を握っている。
・「地域包括ケア病棟」の整備が進み、
急性期から回復期への移行の円滑化
が図られている。
・回復期リハ病棟は病床数やリハの提
供単位数が急激に伸びている一方、受
け入れる患者像やリハの効果は医療機
関の間で大きな多様性も認められる。

【論点】
・14年度改定の影響を分析しながら、
地域包括ケア病棟をはじめとする地域
包括ケア体制の強化のあり方や円滑
な医療連携を進める方策を、さらに
検討を進めるべきではないか。
・回復期リハ病棟の実情を踏まえつ
つ、その機能が一層適切に発揮される
評価のあり方を検討すべきではないか。
●慢性期入院医療
・療養病床では入院受療率や平均在
院日数等に大きな地域差がみられる。
・在院日数が長い場合ほど、病状見
通しが不変な患者や死亡退院患者の
割合が大きくなる傾向がある。また、
医療区分ごとの患者割合等に療養病

棟入院基本料1と2で違いがある。
・14年度改定で在宅復帰を促す見直
しが行なわれ、15年度介護報酬改定で
は、介護療養型が担っている機能につ
いて重点的な評価が行われた。
・特殊疾患病棟や障害者施設等の入
院基本料等は対象が定まっているが、
意識障害を有する脳卒中など、状態像
が療養病棟と重複している場合もある。
【論点】
密度の高い医療を要する患者を病床
の機能に応じて受け入れる、状態像に
応じた評価についてどう考えるか。ま
た、長期療養を担う病床で可能な限
り在宅復帰を促すための評価のあり方
についてどのように考えるか。

地域包括ケア病棟入院料等を届出した病床数

地域包括ケア病棟入院料1
地域包括ケア入院医療管理料1

地域包括ケア病棟入院料2
地域包括ケア入院医療管理料2

（323施設）
（524施設）
（23施設）
（51施設）

7対1一般病棟入院基本料

10対1一般病棟入院基本料

13対1一般病棟入院基本料

15対1一般病棟入院基本料

療養病棟入院基本料1

療養病棟入院基本料2

亜急性期入院医療管理料

2014年3月

2014年10月

2014年10月地域包括ケア病棟入院料等を届け出た施設における
14年3月から10月の間の他の病床の届出状況の変化
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二川医政局長「地域医療構想のGLは今年度内に必らず示す」
全国医政関係主管課長会議 北波地域医療計画課長「15年度の基金は分化・連携事業を優先して採択する」

厚生労働省医政局は3月10日に全国
医政関係主管課長会議を開催、都道府
県の担当者に15年度の医政関係重要施
策について説明した（4面に関連記事）。
冒頭に挨拶した二川医政局長は、「医
療介護総合確保基金は法定の制度であ
り、当面続く。消費税引上げの延長で、
（医療の分は）15年度は前年度と同額に
なったが、来年度は、その（増額の）確
保に努めてまいりたい」と述べた。
この4月に施行される地域医療構想

策定に関しては、「予定より少し遅れ
ているが、必ずや今年度内にガイドラ
インを示すことをお約束する」と言明。
また、10月施行の看護師の特定行為

研修制度に言及、「特定行為はとくに在
宅の分野で求められる。看護師にはぜ

ひ研修に参加してほしい。都道府県に
は研修施設の確保に取り組んでいただ
きたい」と強調した。
さらに、施行時期を10月に迎える医

療事故調査制度についても、「省令、
告示、通知を示すとともに、ガイドラ
インも早期にまとめたい」と意欲を表
わした。
この医療事故調査制度について、総

務課の担当官は、省令案を3月にパブ
コメにかけて年度内に公布、告示・通
知事項も年度内に示し、4月以降に、
それらにかかわる指針の策定を進める
という当初スケジュールを示した上
で、「検討会の協議がまだまとまらず、
日程は予定より少し遅れる」ことを認
めた。

「全国医政関係主管課長会議」における主な発言

□地域医療計画課　北波課長
●地域医療構想のGLは間もなくまとま
る。それに続いて省令・通知を出すの
で、それに基づき、4月より策定作業
に入っていただきたい。都道府県にお
ける作業を支援するために、策定に使
うデータ分析等に関する研修会を、6
月～10月にかけて3回開催するので、
積極的な参加をお願いしたい。
●15年度の基金には介護の分が加わっ
た。県の基金としては1つだが、国か
らの交付金としては別であるため、双
方の流用はできない。ただし、双方に
流用できる執行の方法を調整してつく
るので、追って通知する。
15年度の医療分の配分は、機能分化・
連携のための基盤整備事業に重点的に
配分する。都道府県は、基盤整備の将
来の事業量を見込んで2025年までの工
程表を作成してほしい。そうした中長
期の展望の下、工程表に沿って毎年度
の計画を作成していただく。（その最初
として）15年度は分化・連携の事業を

優先して採択する。
●耐震改修促進法一部改正法の施行に
よって、3階以上および床面積5,000m2

以上の病院は15年12月末までに耐震診
断を受けることが義務化された。未了
の病院には耐震診断を受けるよう指導
をお願いしたい。
●厚労省は終末期という表現を「人生
の最終段階における医療」に変えた。
都道府県においても、公文書や広報等
で、この名称を使っていただきたい。
□医療経営支援課　佐藤課長
●医療法人の非医師理事長については
一定条件の下で認可できるとされてき
たが、14年6月閣議決定の「規制改革実
施計画」で、「医師または歯科医師以外
の者が不当に門前払いされる事態があ
れば当該自治体に改善を促す」とされ
た。したがって、各都道府県には、一
定の要件を設けてこれを満たさない場
合は門前払いをするなどの取り扱いを
することなく、候補者の経歴等を総合
的に勘案して認可の判断をするようお

願いする。この件でいくつかの都道府
県と個別に相談しているが、十分にご
検討いただきたい。
なお、昨年の臨時国会に提出され、

廃案となった特区改正法案の中で、医
師以外の者を理事長に選出する際の要
件を法令上明記し、基準を満たす場合
は迅速に認可することが検討された。
この法案は今国会に再度提出されるの
で、ご留意いただきたい。
●医療法人の国際展開に関しては、昨
年の医政局長通知で、現地法人に出資
する際のルールを明確にした。なお、
厚生労働省は、医療法人がどのような
国際展開にかかわる業務を行なってい
るか情報を蓄積していきたいと考えて
いる。当該医療法人からは毎年報告を
いただくことになっているが、都道府
県におかれても、積極的な情報提供を
お願いする。
●医療法人の経営の透明性確保とガバ
ナンス強化のために医療法を改正し、
「一定規模」以上の医療法人に、会計基
準の適用と外部監査および計算書類の
公告を義務づける。「一定規模」をどう
するかは、ただ今、検討中である。
●昨年6月に成立した独立行政法人通
則法改正法等がこの4月に施行される。
これに伴い、国立病院機構の職員は非
公務員となる。
国立病院機構に対する国の運営交付

金は、現在、国期間分の退職給付費用

や臨床研究事業費用等に限定されてお
り、11年度より、救急を含む診療事業
には交付されていない。国立病院機構
は、診療事業に関しては、診療収入や
地方自治体からの補助金等で運営され
ており、一般の医療機関と変わりがな
い。
小児救急医療支援事業等に対しては

補助金が交付されている例が見受けら
れるが、救命救急センター運営事業等
には交付されていない例も見受けられ
る。都道府県におかれては、国立病院
機構が地域医療にさらに貢献すること
ができるよう、ご配慮をお願いしたい。
15年度より、国立病院機構の看護師

等養成所に対しても運営交付金による
財源措置を行なわないことになった。
基金を活用することが可能とされてお
り、併せて、ご配慮願いたい。
●独立行政法人年金・健康保険福祉整
理機構（RFO）を改組して昨年4月に発
足した独立行政法人地域医療機能推進
機構（JCHO）は、医療計画の5事業やリ
ハビリテーション等で地域の医療介護
を担っているが、JCHO法によって、
原則として国からの運営交付金は公布
できない。このため、都道府県が行な
う補助事業等に該当するものについて
は、引き続きご配慮願いたい。
JCHOの各病院は、各地域で開催さ

れる協議の場に積極的に参加すること
にしている。

「全国一律ではなく、地域の視点からビジョンを考えるべき」「保健医療2035」策定懇談会

20年後の2035年を見据えた保健医療
政策の骨太のビジョンを打ち出すことを
目的に、厚生労働大臣の私的諮問機関
として設置された「保健医療2035」策定
懇談会の第2回会合が、3月9日に開催
された。
この日は、3つのグループに分かれて、
①医療の質と効率をどう図るか、②予
防と健康に関する施策のあり方、③わ
が国医療のグローバル化をテーマに自
由討論が行なわれた。
懇談会には塩崎厚生労働大臣も参加、
各グループを回って意見に耳を傾けた。
グループ討論では、エビデンスにも

とづく医療の質の測定、sin tax（煙草な
ど健康に有害な商品に対する課税制
度）、予防に対する報酬を含む健康・予
防にかかわるインセンティブ、食の考え
方を見直す必要、国際的に活躍できる
人材の育成、公衆衛生に関するノウハ
ウの輸出など、色々な案が語られた。
出席者には地域やコミュニティの視

点から保健医療を考えていくべきとの
問題意識も強く、全国一律の制度に頼
るのではなく、地域地域の実情に即し
た施策や制度運用を図るべきとの声が
多くあがった。
事務局（政策統括官付社会保障担当

参事官室）は「次回からはビジョンの大
枠を固める議論にしていく」との考えを
示したが、6月のとりまとめまで議論の
時間は決して多くない。しかも、「20年後
を予測するデータが乏しく、現時点で確

たる資料も人口動態の推定しかない」
（小野崎事務局長）という問題もある。
高齢社会のニーズと医療費の問題を

踏まえ、若手の有識者がどこまで斬新
なビジョンを打ち出せるか、注目される。

第2回臨時総会　開催のご案内

下記日程で第2回臨時総会を開催します。

□第2回臨時総会
日　時 2015年3月28日（土）

午後2時30分～午後4時（予定）
会　場 全日本病院協会　大会議室

東京都千代田区猿楽町2－8－8
住友不動産猿楽町ビル7F

議　題（1）2015年度事業計画について
（2）2015年度予算について
（3）2014年度事業計画の一部変更につ

いて
（4）2014年度補正予算について
（5）その他
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2014年度の基金規模、事業構成、公民割合に都道府県のばらつき大
医療介護総合確保促進会議 交付割合は公24.6%、民71.4%。ただし、機能分化への投入は少なく

医療介護総合確保促進会議が3月6日
に開かれ、事務局（厚労省保険局医療介
護連携政策課）は、2014年度の地域医療
介護総合確保基金の交付状況等の報告
を行なうとともに、その事後評価をめ
ぐる視点について意見を諮った（3面に
関連記事）。
報告によると、14年度の基金総額は

903.7億円。各都道府県が計画した事業
額の内訳は、病床の機能分化・連携に関
する事業が174億円（基金総額の19.3%）、
居宅等における医療提供に関する事業
が206億円（22.8%）、医療従事者の確保・
養成に関する事業が524億円（58.0%）と
いう結果となった。
基金総額のうちの602.4億円が国費で、
その交付対象となった事業の内訳は、
病床の機能分化・連携が152事業（事業
全体の8.2%）、居宅等の医療提供が537
事業（29.0%）、医療従事者の確保・養成
が1,164事業（62.8%）であった。
いずれも、地域医療構想策定前とい

うこともあり、機能分化・連携に資す
る事業と事業額の割合はかなり小さな
ものとなった。
この602.4億円の都道府県を介した交
付先の公民割合は、公的機関が24.6%
（147.9億円）、民間機関が71.4%（430.4億
円）、交付先未定4.0%（24.1億円）となっ
ている（15年2月現在）。
ここでいう公的機関とは「医療法第31
条に規定する公的医療機関並びに国、
独立行政法人、国立大学法人及び地方
独立行政法人が開設した医療機関」
（事務局資料）とされているので、都道
府県・市町村の開設する病院・診療所と

国保連、日赤、済生会、厚生連などを
含む、幅の広い公的医療機関を指して
いる。
ただし、これは交付額（国費）におけ

る割合であり、都道府県負担を含めた
各都道府県の基金総額に占める公民の
割合とは異なる。
国費交付額における公民の内訳を事

業分野別にみると以下のようになる
が、機能分化・連携や医療従事者確保
はともかく、在宅医療の事業に占める
公的の割合が比較的大きい点から、都
道府県によっては中小の自治体医療機
関に積極的に投入していることが推察
される。
①病床の機能分化・連携に関する事業
交付額115.2億円のうち、公的機関に

32.4億円（28.1%）、民間機関に64.7億円
（56.2%）、交付先未定が18.1億円（15.7%）
②居宅等における医療の提供に関する
事業
交付額138.0億円のうち、公的機関に
22.6億円（16.4%）、民間機関に113.2億円
（82.0%）、交付先未定が2.2億円（1.6%）
③医療従事者の確保・養成に関する事業
交付額349.3億円のうち、公的機関に
92.9億円（26.6%）、民間機関に252.5億円
（72.3%）、交付先未定が3.9億円（1.1%）
都道府県別の交付額と基金規模は別

掲のとおりだが、交付額（国費）に占め
る民間の割合をみると、90%を超える
都県（埼玉県、東京都、福岡県）がある
一方、50%を下回っているところが7県
もある。
公的病院のシェアが高いこともある

のだろうが、担当部局の認識が地域医

療再生基金から変わっていない点もあ
るようだ。規模だけでなく、公民や事
業分野の割合など、都道府県の認識や
地域の医療等機関の取り組み姿勢いか
んで、基金の活かされ方が大きく違っ
てくる1つの証左といえよう。
15年度以降の基金は、機能分化・連

携については地域医療構想にそった事
業が対象となるが、構想策定前は「回
復期病床等への転換など構想策定前に
おいても必要性が明らかな施設・設備
整備に対する助成事業」に投入される。
構想の策定は15年度後半から16年度、
都道府県によってはさらに時間がかか
るところもあるとみられる。したがっ
て、自主的な病床転換等の計画は15年
度と16年度が採択のチャンスとなる。
一方、15年度から交付される介護分

に関しては、医療介護連携の分野とな
る在宅関係に不整合な状態が生じる可
能性がある。それは15年度にスタート
する介護保険法の地域支援事業（市町
村が主体）に基金とは別の地域支援事
業交付金があてられるために、これま
での在宅医療連携推進事業を受け継い
で創設された包括的支援事業（在宅医
療・介護連携推進事業）に基金が使えな
いという矛盾である。
つまり、在宅医療自体は基金の対象

となるが、地域包括ケアとなるべき在
宅医療・介護連携の事業が都道府県裁
量の基金から外れ、市町村の裁量とな
るわけで、会議でも、多くの構成員か
ら「都道府県と市町村の連携がとれな
いと基金ひいては地域医療構想もうま
くいかない」と、懸念の声があがった。

□2014年度地域医療介護総合確保基金の交付額（都道府県別） 単位：億円　
都道府県
北海道
青　森
岩　手
宮　城
秋　田
山　形
福　島
茨　城
栃　木
群　馬
埼　玉
千　葉
東　京
神奈川
新　潟
富　山
石　川
福　井
山　梨
長　野
岐　阜
静　岡
愛　知
三　重

交付額(国費)  
 24.9 (74.8%)
  5.8 (54.0%)
  6.8 (43.4%)
 10.1 (58.9%)
  7.1 (66.3%)
  7.2 (62.6%)
 10.4 (74.5%)
 13.8 (68.0%)
  9.7 (59.3%)
 11.3 (70.2%)
 24.3 (91.0%)
 23.1 (73.8%)
 51.5 (93.9%)
 25.7 (83.6%)
 12.1 (66.4%)
  6.3 (56.0%)
  5.4 (44.6%)
  5.6 (84.7%)
  7.1 (62.2%)
 10.2 (44.1%)
 13.9 (64.4%)
 21.1 (49.8%)
 21.3 (82.0%)
 11.0 (38.6%)

基金規模
37.3
 8.6 
10.2
15.1
10.7
10.8
15.6
20.7
14.5
17.0
36.5
34.6
77.3
38.5
18.1
 9.5
 8.1
 8.4
10.6
15.3
20.9
31.7
32.0
16.5

都道府県
滋　賀
京　都
大　阪
兵　庫
奈　良
和歌山
鳥　取
島　根
岡　山
広　島
山　口
徳　島
香　川
愛　媛
高　知
福　岡
佐　賀
長　崎
熊　本
大　分
宮　崎
鹿児島
沖　縄
合　計

交付額(国費)  
  9.5 (53.5%)
 16.5 (75.7%)
 33.0 (84.3%)
 26.3 (63.0%)
  6.9 (62.4%)
  6.4 (65.6%)
  8.8 (61.5%)
 12.1 (60.9%)
  6.2 (79.3%)
 17.6 (78.8%)
  6.0 (69.5%)
 11.9 (47.5%)
  9.9 (69.7%)
  5.6 (60.7%)
  5.3 (86.7%)
 20.9 (94.9%)
  5.3 (65.0%)
  5.8 (74.9%)
 12.5 (76.3%)
  6.1 (38.1%)
  5.9 (69.5%)
  6.6 (87.1%)
 11.8 (50.0%)
602.4 (71.4%)

基金規模
14.2
24.7
49.5
39.4
10.4
 9.5
13.2
18.1
 9.2
26.4
 9.1
17.8
14.9
 8.4
 8.0
31.3
 8.0
 8.7
18.8
 9.1
 8.9
 9.9
17.7
903.7

＊交付額(国費)の括弧内は交付先に占める民間医療機関の割合（ただし県によっては交付先未定がある）

厚生労働省は3月9日の同省ホームペ
ージに「『選定療養として導入すべき事
例等』に関する提案・意見の募集につい
て」と題した案内を掲出、選定療養と
して導入すべき事例の提案または現在
の選定療養に対する見直し意見の受け
付けを開始した。期間は4月3日まで。
薬事法未承認など保険適用されてい

ない医療技術や薬剤等と保険診療との
併用は、現在、評価療養と選定療養の
2通りからなる保険外併用療養費制度
においてのみ認められている。
このうち、先進医療制度などの評価

療養に関しては、最先端の医療技術・
医薬品等への迅速なアクセスを確保す
る見地から、近年、見直しが相次ぎ、
直近では患者申出療養制度の創設が健
保法改正法案に盛り込まれ、成立の見
込みとなっている。
他方で、療養時のアメニティ向上に

資する選定療養の項目の拡大は、事実

上、医療界や患者のニーズを勘案した
厚労省の政策的判断で提案され、中医
協の承認を得て実現されるルートに限
定されている。
これに対して、政府は、「日本再興戦
略 改訂2014」（2014年6月24日閣議決定）
で「選定療養として導入すべき事例を
定期的に把握する仕組みを年度内に構
築する」方針を提示。
これを受けた厚労省は、今年1月28

日の中医協総会に、①関係学会からの
提案・意見を受ける、②医療関係団体
からの提案・意見を募集する、③厚労
省のHPを通じて国民からの提案・意見
を募集するという仕組みの構築を提案
し、承認を得た。
今回のHPにおける提案の募集は中

医協総会の承認事項の1つを実施に移
したもので、提案の中から妥当な策を
選定し、その可否を中医協に諮ること
になる。

厚労省選定療養への導入で提案の受付を開始
■現在募集中の研修会

2015年度 第14回
病院事務長研修コース
（48名）

2015年度 第1回AMAT
隊員養成研修（東京会場）
（80名）

2015年度医療安全管理者
養成課程講習会
（200名）

2015年度 第1回災害時の
病院管理者等の役割研修
（40名）

第39回ハワイ研修旅行
　（成田発着60名、
　　関空発着20名、
　　福岡発着20名）

研 修 会 名（ 定 員 ）    日時／会場　 参加費／会員（会員以外） 備    　考

受講要件、日程、宿泊等については
全日病HPの案内をご参照ください。

・受講要件は全日病HPをご参照くだ
　さい。
・会員病院には、AMAT隊員登録証・
　AMATベスト・AMATヘルメットを
　お渡しします。

・本講習会は診療報酬の「医療安全対
   策加算」取得の際の研修要件を満た
   しており、「認定証」は研修証明とな
　ります。
・第3クールの日程は全日病HPの案内
　をご参照ください（第3 クール演習
　の参加は第1、2クール受講修了者に
　限ります）。

・受講対象
①病院管理者等（院長、副院長、各診
　療科部長、診療協力部門部長、法人・
　経営本部部長、事務長）
②医療関連企業、地方公共団体にお勤
　めの方

・詳細は全日病HPの案内をご参照くだ
　さい。

   453,600円
（561,600円）

   54,000円
（64,800円）

   83,160円
（103,680円）

     7,560円
（10,800円）

成田199,000円
   （199,000円）
関空204,500円
   （204,500円）
福岡228,000円
   （228,000円）

   2015年5月～
        2016年1月 
   全8単位
（各単位2～3日間）
（全日病会議室）

   5月23日(土）～
             24日(日）
（東京都文京区　
   日本医科大学付
   属病院弥生2号館
   2・3階 会議室）

   第1クール（講義）
   5月29日(金）～
             30日(土）
   第2クール（講義）
   7月17日(金）～
             18日(土)
   第3クール（演習）
  ※備考を参照
  （各クールとも
     全日病会議室）

   5月31日(日）
  13:00～16:30
（全日病会議室）

  10月28日(水）～
       11日2日(月）
  （米国ハワイ）


